
※公的年金等の所得がある方は、下部の「年金所得のある方へ」も併せてご確認ください。

※1　国民健康保険税算定等のため，申告が必要になる場合がございます。

　　※　地方税法等の改正により，各事項が変更されることがあります。

常総市役所　課税課　市民税係　0297-23-2111（内線1611・1612・1613）
※所得税に関する問い合わせは，下館税務署まで　0296-24-2121

・公的年金等に係る雑所得以外に２０万円以下の所得（農業所得，不動産所得，一時所得等）がある方

スタート

年金所得のある方へ

　公的年金等の収入金額が４００万円以下で，かつ，公的年金等に係る雑所得以外の所得金額が２０万円以下
である場合は，確定申告をする必要はありませんが，下記に該当する場合は市民税・県民税の申告が必要です。
・源泉徴収票に記載されている所得控除（社会保険料控除，扶養控除，障害者控除等）に変更のある方
・医療費控除，生命保険料控除，地震保険料控除等を追加で申告する方

令和7年1月1日現在，常総市に

居住していましたか？
令和7年1月1日に居住していた市区町村の住民税課税担当課へお問い合わせくだ

さい。
いいえ

常総市内に住所を有する親族

の扶養になっていますか？
いいえ

市民税・県民税申告書を提出してください。

市民税・県民税申告書左下の「所得のなかった

方の記載欄」に必要事項を記入し，提出してくだ

さい。

国民健康保険加入者 医療福祉受給者

障害基礎年金受給者

非課税証明書が必要な方 等
申告の必要はありません。※1

はい

はい

税
務
署
へ
確
定
申
告
書
を
提
出
し
ま
す
か
？

いいえ 市民税・県民税申告書を提出してください。

事業所得等の収入及び経費を収支内

訳書に記入のうえ，提出してください。

いいえ

いいえ

はい

いいえ

市民税・県民税申告書を提出してください。

○一の給与等の支払者から給与の支

払いを受けている場合で，その給与

について年末調整を受けている人の

うち，給与所得以外の各種の所得

金額の合計額が２０万円以下の方

○二以上の給与等の支払者から給与

の支払いを受けている場合で，年末

調整をされなかった従たる給与の収

入金額と各種の所得金額の合計が

２０万円以下の方

必要書類

1.個人番号カードまたは本人確認書類

2.所得の分かるもの

3.控除の分かるもの

※詳しくはホームページ「申告に用意するも

の」参照

会社で年末調整がしてあり，会
社から常総市へ給与支払報告
書が提出されていますか？

市民税・県民税申告書の提出は
必要ありません。

はい

はい

いいえ

いいえ

市民税・県民税申告書の提出は不要です
が，期限内に必ず確定申告をしてください。

はい

いいえ

問い合わせ先

はい

いいえ

令和6年中に収入がありました

か？

令和6年中，会社に勤務してい
ましたか？（パート・アルバイトを
含む。）

その会社の給与以外に他の収
入（年金収入も含む。）がありま
したか？

その会社の年末調整で控
除しなかった又はできな
かった控除がありますか？
（医療費控除等）

いいえ

はい

「あなたは，市民税・県民税申告書を提出する必要があるでしょうか？」

スタートから『はい』，『いいえ』の矢印にしたがって判断して下さい。


